
京都市が施行する土地区画整理事業における施行者が管理する 

土地の一時使用に関する取扱要綱 

 

                          平成３０年９月１９日建設局長決定 

令和 ３年４月 １日  一部改正 

令和 ４年５月 ２日  一部改正 

 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、京都市（以下「施行者」という。）が施行する建設局所管の土地区画整理事

業（以下「事業」という。）において、施行者が管理する土地（以下「施行者管理地」という。）

を事業の施行者以外の者の一時的な使用の承認（以下「一時使用承認」という。）について、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（対象となる施行者管理地） 

第 2 条 この要綱の対象となる施行者管理地は、仮換地指定から換地処分までの間における、使

用収益することができる者のなくなった従前の宅地や施設を廃止した従前の公共施設用地等で

あって、次に掲げる土地をいう。 

 （1）使用収益の開始通知がなされていない仮換地 

 （2）保留地等仮換地に指定されていない土地 

 （3）事業により整備する公共施設の予定地（従前から当該公共施設管理者のあるものについて

は、当該部分を除く。） 

 （4）事業により整備した道路用地で、当該用地を管理すべき者への引継ぎが未了の部分 

 （5）事業により整備した道路以外の公共施設の用地で、当該用地を管理すべき者への引継ぎが

未了の部分 

 

（一時使用承認） 

第 3 条 施行者管理地の一時使用は、事業に支障を生じない範囲で、次の各号のいずれかに該当

する場合に承認するものとする。 

 （1）施行者管理地を使用しなければ、仮換地指定を受けた者が行う建物移転等に伴う建築物等

の築造、解体等のための工事用足場、資材置場、搬入用通路等の確保が困難であり、当該土

地を使用させることがやむを得ないと認められる場合 

 （2）電気、ガス事業その他の公益事業を実施する者が当該公益事業の用に供するためやむを得

ないと認められる場合 

 （3）災害その他の緊急事態の発生により応急施設として極めて短期間にその用に供する場合 

 （4）本市又は他の公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供することが必要と認められる

場合 

 （5）施行者管理地に係る土地区画整理事業施行地区内の町内会等が地域振興等に資する行事の

用に供する場合 

 （6）前各号に掲げる場合のほか、施行者が適当と認めるとき 

 

（一時使用の承認条件） 

 第 4条 施行者は、第 3条の規定による承認を行う際は、次に掲げる条件を付すものとする。 

 （1）使用承認した土地を善良な管理者としての注意を持って管理しなければならない。 

 （2）使用承認した土地を転貸し、又は使用者の地位を譲渡してはならない。 

 （3）使用承認した土地の形質の変更又は指定用途の変更をする場合は、あらかじめ施行者の承

認を得なければならない。 

 （4）使用者は、使用承認した土地に関し必要費又は有益費を支出した場合であっても、あらか

じめ施行者が承認した場合を除いては、その補償を請求することができない。 



 （5）使用者が承認条件に違反するなど使用者の責めに帰すべき事由により施行者に損害を与え

たときは、その損害に相当する金額を賠償しなければならない。 

 （6）施行者は、使用承認した土地について随時その使用状況を実地に調査することができると

ともに、使用者は、これに協力しなければならない。 

 （7）使用承認した土地の使用又は承認条件について疑義が生じたときは、施行者の指示に従わ

なければならない。 

  

（一時使用承認申請） 

第 5 条 一時使用しようとする者は、施行者に対し次の各号に定める書類を提出し申請するもの

とする。ただし、第 2 条第 4 号に規定する施行者管理地における一時使用の承認について道路

管理者と協議を要する場合は、施行者が別途様式を定めるものとする。 

 （1）施行者管理地一時使用承認申請書（第 1号様式） 

 （2）一時使用する施行者管理地の位置及び面積を表示する図面 

 （3）一時使用前の施行者管理地の写真その他施行者が必要と認める書類 

 

（一時使用承認書の交付） 

第 6 条 施行者管理地の一時使用の承認は、施行者管理地一時使用承認書（第 2 号様式）を交付

して行う。ただし、第 2 条第 4 号に規定する施行者管理地における一時使用の承認について道

路管理者と協議を要する場合は、施行者が別途様式を定めるものとする。 

2 前項の施行者管理地一時使用承認書の交付を受けた者は、施行者に対し誓約書（第 3号様式）

を提出しなければならない。 

 

（一時使用承認の期間） 

第 7 条 一時使用を承認する期間は、1 年以内かつ事業の支障とならない範囲で施行者が決定す

る。ただし、第 2 条第 4 号に規定する施行者管理地において、第 3 条第 2 号の規定により承認

する場合は、道路法施行令（昭和 27年政令第 479 号）第 9条に定める期間とすることができる。 

2 使用承認期間満了後引き続き一時使用の承認を受けようとする者は、当該期間の満了日の 30

日前までに使用承認期間延長の申請をしなければならない。 

 

（使用料） 

第 8条 一時使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、京都市公有財産及び物品条例（昭

和 39 年条例第 39 号）第 2 条の規定に準じた使用料を施行者に納付しなければならない。ただ

し、第 3 条第 2 号の規定による使用者は、京都市道路占用料条例（昭和 28 年条例第 13 号）第

2条の規定に準じた使用料を納付しなければならない。 

2 次に掲げる場合において、施行者が必要であると認めた範囲については、使用料の全部又は一

部を免除することができる。 

 （1）施行地区内の土地及び建築物等に関する権利を有する者が建物移転等に伴う建築物等の築

造、解体等のために使用する場合 

 （2）公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき 

 （3）災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき、その他施行者が特に必要と認め

るとき 

 （4）前 3号に定めるもののほか、公益上その他の事由により特に必要がある場合 

 （5）京都市道路占用規則（昭和 28 年規則第 38号）第 12条の規定に該当するとき 

3 使用承認期間の初日が月の初日でないとき又は使用承認期間の満了日が月の末日でないとき

の当該月の使用料は、日割計算により算定する。ただし、第 2 条第 4 号に規定する施行者管理

地において、第 3 条第 2 号の規定により使用を承認する場合は、京都市道路占用料条例第 3 条

の規定に準じ算定する。 

 



（一時使用承認の取消し） 

第 9 条 施行者管理地の一時使用承認をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事由

が生じたときは、施行者はその承認を取り消すことができる。なお、取り消したことによって

生ずる費用及び損害は補償しないものとする。 

 （1）施行者が土地区画整理事業において、使用することを承認した土地を本来の用途・目的の

ために供する必要が生じたとき 

 （2）使用承認を受けた者が第 4条に規定する承認条件に違反したとき 

 （3）使用者が使用料の納付を怠ったとき 

 （4）使用者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業

所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が京都市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 45 号）第 2 条第 4号に規定する暴力団

員等又は同条例同条第 5号に規定する暴力団密接関係者であるとき 

 （5）その他施行者の指示に従わなかったとき 

 

(使用者の原状回復義務) 

第 10 条 一時使用承認の期間が満了し、又は承認が取り消された場合においては、使用者は、施

行者の指定する期間内に自己の費用で使用物件を原状に回復したうえ、当該土地を明け渡さな

ければならない。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和 ３年 ４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和 ４年 ５月２日から実施する。 

 

 



第 1号様式（第 5条関係） 
 
 

施行者管理地一時使用承認申請書（□新規・□更新） 
 
 
（宛先） 
    （事業名） 
    施行者 京都市 
    代表者 京都市長 

      年    月    日 

申請者の住所（法人にあっては、主たる事務所の
所在地） 
 
 
 
 

申請者の氏名（法人にあっては、名称及び代
表者名。） 
 
                  
 
   電話（    ）   － 

 

京都市が施行する土地区画整理事業における施行者が管理する土地の一時使用の承認を申請し
ます。 

所  在  地  

数     量  

使 用 期 間      年  月  日 から    年  月  日 まで 

使 用 目 的  

注 この申請書には、使用の承認を申請する土地の位置及び面積を表示する図面、一時使用前の
施行者管理地の写真その他施行者が必要と認める書類を添付してください。 

 
 
 
 



第 2号様式（第 6条関係） 
 
 

施行者管理地一時使用承認書（□新規・□更新） 
 

京都市指令  第  号 

  年  月  日 

 

            様 

 

（事業名） 

施行者 京都市 

代表者 京都市長 

 

     年  月  日付けで申請のありました施行者が管理する土地の一時使用につきまし

ては、次のとおり承認します。 

 

所 在 地  

数 量  

使 用 期 間       年  月  日から     年  月  日まで 

指 定 用 途  

使 用 料               円 
使用料は、納入通知書により納付

期限までに納付してください。 
納 付 期 限         年  月  日 

次のページに続く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



承認条件 

1 使用承認の取消し 

  次の事項に該当するときは、この使用承認を取り消すことがある。 

 (1) 施行者が土地区画整理事業において、使用することを承認した土地を本来の用途・目的の

ために供する必要が生じたとき。 

 (2) 使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）がこの承認条件に違反したとき。 

 (3) 使用者が使用料の納付を怠ったとき。 

 (4) 使用者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業

所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。）が京都市暴力団排除条例第 2条第 4号に規定する暴力団員等又は同条例同条第 5号に規

定する暴力団密接関係者であるとき。 

 (5) その他施行者の指示に従わなかったとき。 

2 使用料の改定 

  使用期間中に経済情勢の変動、関係法令の改廃その他の事情の変更により使用料を改定する

ことがある。 

3 使用料の還付 

  既納の使用料は、還付しない。ただし、上記の 1の(1)によりこの使用承認を取り消した場合

は、その翌月分以降の使用料を還付することがある。 

4 転貸等の禁止 

  使用者は、次の行為をしてはならない。ただし、(3)及び(4)については、施行者が承認した

場合は、この限りでない。 

 (1) 使用承認した土地の転貸 

 (2) 使用者の地位の譲渡 

 (3) 使用承認した土地の形質の変更 

 (4) 指定用途の変更 

5 届出事項 

  次の事項に該当するときは、速やかに施行者に届け出なければならない。 

 (1) 使用者が氏名又は住所（法人にあっては、名称又は事務所の所在地）を変更したとき。 

 (2) 使用者の地位について相続又は合併等による包括承継その他の変動が生じたとき。 

6 必要費等の補償 

  使用者は、使用承認した土地に関し必要費又は有益費を支出した場合であっても、あらかじ

め施行者が承認した場合を除いては、その補償を請求することができない。 

7 損害賠償 

  使用者が承認条件に違反するなど使用者の責めに帰すべき事由により施行者に損害を与えた

ときは、その損害に相当する金額を賠償しなければならない。 

8 原状回復 

  一時使用承認の期間が満了し、又は承認が取り消された場合においては、使用者は、施行者

の指定する期間内に自己の費用で使用物件を原状に回復した上、当該土地を明け渡さなければ

ならない。 

9 善管注意義務 

  使用承認した土地を善良な管理者としての注意をもって管理しなければならない。 

10 調査協力の義務 

  施行者は、使用承認した土地について随時その使用状況を実地に調査することができるとと

もに、使用者は、これに協力しなければならない。 

11 使用期間の更新 

  使用期間の満了後、引き続き使用承認を受けようとするときは、使用期間の満了 30日前まで

に、施行者管理地一時使用承認申請書により施行者に申請しなければならない。 

12 疑義の決定 

  使用承認した土地の使用又はこの承認条件について疑義が生じたときは、施行者の指示によ

らなければならない。 

 



第 3号様式（第 6条関係） 

 

誓   約   書 

 

 

 私は、    年  月  日付け京都市指令  第  号の施行者管理地一時使用承認書に

係る、施行者が管理する土地の一時使用に当たり、次の事項を誓約します。 

 

１ 京都市が施行する土地区画整理事業における施行者が管理する土地の一時使用に関する取扱

要綱に定める事項を了知し、これを遵守します。 

 

２ 私は京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当しません。 
私並びに京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規

定する使用人が、同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しません。 
 

誓 約 者 並 び に そ の 役 員 及 び 使 用 人 の 名 簿  
役職名又は呼称 氏 名 フ リ ガ ナ 生 年 月 日 性 別 

     
     
     
     
     

 
注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲

げる者について記入してください。 
⑴ 誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使

用人（市長が全ての使用人について記入することが困難であると認めるときは、市長が指

定する使用人に限る。次号において同じ。） 
  ⑵ 誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第２条第４号ウに規定する

使用人 

 

３ その他法令上の規制を遵守します。 

 

  年  月  日 

 

（宛先） 京 都 市 長 

 

 

              住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                                            

 

              氏 名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

                                        

                                            


